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会
社
法
制（
株
式・株
主
総
会
等
関
係
）

の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
、公
表

─
法
務
省

法
　
　
務

継
続
企
業
の
前
提
の
評
価
期
間
の
開
始

日
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
４
月
２
日
、
法
務
省
は
「
会

社
法
制
（
株
式
・
株
主
総
会
等
関
係
）

の
見
直
し
に
関
す
る
中
間
試
案
」
を

公
表
し
た
。
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
。
コ
メ
ン
ト
期
限
は
５
月
23
日
０

時
。株

式
の
発
行
の
在
り
方
に
関
す
る

規
律
の
見
直
し

⑴　
株
式
の
無
償
交
付
の
対
象
範
囲

の
見
直
し

使
用
人
等
に
対
す
る
株
式
の
無
償

交
付
の
枠
組
み
に
つ
い
て
、
取
締
役

会
の
決
議
の
み
で
可
能
と
す
る
案

と
、
株
主
総
会
の
決
議
に
よ
り
可
能

と
す
る
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

⑵　
株
式
交
付
制
度
の
見
直
し

子
会
社
株
式
を
追
加
取
得
す
る
場

合
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
株
式
交
付

の
対
象
と
す
る
案
と
、
一
定
の
制
限

付
き
で
認
め
る
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
持
分
会
社
や
外
国
会
社
を
子

会
社
化
す
る
場
合
も
株
式
交
付
の
対

象
と
す
る
提
案
が
さ
れ
て
い
る
。

株
主
総
会
の
在
り
方
に
関
す
る

規
律
の
見
直
し

⑴　
バ
ー
チ
ャ
ル
株
主
総
会

バ
ー
チ
ャ
ル
オ
ン
リ
ー
株
主
総
会

を
定
款
の
変
更
等
の
実
施
要
件
の
も

と
、
正
式
な
制
度
と
す
る
案
が
示
さ

れ
て
い
る
。

⑵　
実
質
株
主
確
認
制
度

上
場
会
社
は
名
義
株
主
に
対
し
、

直
近
仲
介
機
関
ま
た
は
指
図
権
者
に

係
る
情
報
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と

が
で
き
る
提
案
が
さ
れ
て
い
る
。

⑶　
そ
の
他

書
面
交
付
請
求
制
度
の
廃
止
を
含

め
た
見
直
し
や
、
株
主
総
会
の
決
議

の
合
理
化
、
株
主
提
案
権
に
関
す
る

規
律
の
見
直
し
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

企
業
統
治
の
在
り
方
に
関
す
る
規
律

お
よ
び
そ
の
他
の
規
律
の
見
直
し

⑴　
企
業
統
治
関
連
の
見
直
し

指
名
委
員
会
等
や
監
査
委
員
会
の

権
限
等
の
見
直
し
、
責
任
限
定
契
約

制
度
の
見
直
し
が
示
さ
れ
て
い
る
。

⑵　
事
業
報
告
等
お
よ
び
有
報
の
開

示
の
合
理
化

上
場
会
社
が
電
子
提
供
措
置
開
始

日
ま
で
に
事
業
報
告
等
の
開
示
事
項

の
す
べ
て
を
記
載
し
た
有
報
を
提
出

し
た
場
合
、
事
業
報
告
等
の
作
成
は

不
要
と
し
、
会
計
監
査
人
が
そ
の
有

報
に
つ
い
て
金
商
法
に
基
づ
く
監
査

を
し
た
場
合
、
会
社
法
に
基
づ
く
会

計
監
査
人
の
監
査
を
し
た
も
の
と
み

な
す
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。

去
る
３
月
26
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
７
３
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
検
討
事
項
は
次
の
と
お
り
。

企
業
会
計
基
準
諮
問
会
議
か
ら
の

報
告第

56
回
企
業
会
計
基
準
諮
問
会

議
（
２
０
２
６
年
４
月
10
日
号
（
№

１
７
７
３
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
で
の
審
議
内
容
に
つ
い
て
、
同

諮
問
会
議
議
長
か
ら
報
告
が
さ
れ
た
。

「
の
れ
ん
の
非
償
却
の
導
入
及
び
の

れ
ん
償
却
費
計
上
区
分
の
変
更
」
の

改
正
に
つ
い
て
の
今
後
の
進
め
方
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
に
収
集
し
た
情
報

を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
し
そ
れ
ら

の
情
報
に
上
乗
せ
す
べ
き
も
の
が
な

い
か
に
つ
い
て
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｆ
が
情
報
要

請
を
行
う
（
４
月
１
日
公
表
）
等
の

提
案
が
さ
れ
た
旨
が
報
告
さ
れ
た
。

法
人
税
等
会
計
基
準
等
の
見
直
し

３
月
９
日
に
コ
メ
ン
ト
が
締
め
切

ら
れ
た
、
企
業
会
計
基
準
公
開
草
案

94
号
「
法
人
税
等
に
関
す
る
会
計
基

準
（
案
）」
等
に
つ
い
て
、
寄
せ
ら
れ

た
コ
メ
ン
ト
の
概
要
が
紹
介
さ
れ
た
。

次
回
か
ら
コ
メ
ン
ト
対
応
の
検
討

が
行
わ
れ
る
見
込
み
。

金
融
資
産
の
減
損

第
２
５
１
回
金
融
商
品
専
門
委
員

会
（
２
０
２
６
年
４
月
10
日
号
（
№

１
７
７
３
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参

照
）
に
引
き
続
き
、
金
融
資
産
の
減

損
に
関
す
る
会
計
基
準
の
コ
メ
ン
ト

対
応
等
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
た
。

予
想
信
用
損
失
適
用
指
針
案
に
お

い
て
、
信
用
リ
ス
ク
の
著
し
い
増
大

に
関
す
る
判
定
等
に
つ
い
て
、
個
別

に
選
択
し
て
簡
素
化
さ
れ
た
予
想
信

用
損
失
の
算
定
方
法
を
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
算
定
方
法
の
適
用
単
位
に

つ
い
て
、事
務
局
か
ら
、連
結
グ
ル
ー

プ
内
で
あ
っ
て
も
規
模
や
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
の
違
い
か
ら
信
用
リ
ス
ク
の

管
理
手
法
が
異
な
る
場
合
、
ま
た
、

同
一
企
業
で
は
あ
っ
て
も
商
品
の
特

性
等
の
違
い
か
ら
信
用
リ
ス
ク
の
管

理
手
法
が
異
な
る
場
合
に
は
、
会
計

方
針
を
統
一
す
る
必
要
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
環
境
を
踏
ま
え
た
会
計
処

理
を
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
旨
を

コ
メ
ン
ト
対
応
案
に
記
載
す
る
案
が

示
さ
れ
た
。

委
員
か
ら
は
、
お
お
よ
そ
賛
成
意

見
が
聞
か
れ
た
。
ま
た
、「
グ
ル
ー

プ
内
で
異
な
る
場
合
に
注
記
す
べ
き

か
検
討
を
」と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。

継
続
企
業
の
前
提

前
回
親
委
員
会
（
２
０
２
６
年
４

月
１
日
号
（
№
１
７
７
２
）
情
報
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、

継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
会
計
基

準
の
開
発
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。

Ｉ
Ｓ
Ａ

570「
継
続
企
業
」
に
対
応

す
る
た
め
に
、
２
０
２
５
年
12
月
に

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
か
ら
監
査
基
準
報
告
書

570
「
継
続
企
業
」
の
改
正
案
（
以
下
、

「
監
基
報
570
改
正
案
」）
が
公
表
さ
れ

て
い
る
。

事
務
局
か
ら
、
監
基
報
570
改
正
案

と
整
合
性
を
図
る
こ
と
と
し
、
継
続

企
業
の
前
提
に
関
す
る
評
価
期
間
の

開
始
日
を
、
継
続
企
業
会
計
基
準
に

お
い
て
、
原
則
と
し
て
「
財
務
諸
表

の
公
表
の
承
認
日
」
と
し
、
継
続
企

業
適
用
指
針
に
お
い
て
、
計
算
書
類

お
よ
び
連
結
計
算
書
類
で
は
「
確
認

日
」（
公
正
妥
当
な
会
計
基
準
お
よ

び
会
社
計
算
規
則
に
準
拠
し
て
（
連

結
）
計
算
書
類
等
を
作
成
す
る
監
査

契
約
上
の
責
任
を
果
た
し
た
こ
と
を

確
認
し
た
日
）
と
す
る
案
が
示
さ
れ

た
。ま

た
、
次
の
と
お
り
注
記
を
求
め

る
案
が
示
さ
れ
た
。
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自
由
意
思

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学
（完）

民
法
を
学
ぶ
際
、
教
科
書
の
第
１
章

に
登
場
す
る
の
が
「
意
思
表
示
」
と
い

う
概
念
で
す
。
た
と
え
ば
、
飲
食
店

を
営
む
人
が
店
舗
用
の
賃
貸
物
件
を

借
り
る
場
合
、
次
の
①
～
③
の
プ
ロ
セ

ス
を
経
て
、大
家
に
申
込
み
を
し
ま
す
。

①　

こ
の
物
件
は
駅
に
近
い
か
ら
、

集
客
で
き
そ
う
だ（
内
心
に
あ
る

動
機
）

②　

こ
の
物
件
を
借
り
よ
う（
内
心

に
生
じ
た
意
思
）

③　
賃
貸
の
申
込
書
を
大
家
に
差
し

出
す（
意
思
の
外
部
へ
の
表
示
）

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
動
機
に
よ
っ
て

生
じ
た
内
心
の
意
思
を
外
部
に
表
示
す

る
こ
と
を
「
意
思
表
示
」
と
い
い
ま
す
。

売
買
や
賃
貸
借
等
の
契
約
は
、「
契
約

を
申
し
込
む
意
思
表
示
」
と
「
こ
れ
を

承
諾
す
る
意
思
表
示
」
が
合
致
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
成
立
し
ま
す
。

現
実
に
は
、
人
間
の
内
心
や
行
動
は

一
連
の
も
の
で
す
か
ら
、「
動
機
」、「
意

思
」、「
表
示
」
を
明
確
に
区
別
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
法
律
学
に
お
い
て

「
意
思
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
す
の

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
理
論
的
か
つ

統
一
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
便
利

だ
か
ら
で
す
。
民
法
に
お
け
る「
意
思
」

と
は
、「
法
律
上
の
何
か
（
た
と
え
ば

売
買
契
約
）
を
し
よ
う
と
す
る
意
思
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

刑
法
で
も
「
意
思
」
と
い
う
概
念
は

重
要
で
す
。「
な
ぜ
刑
罰
を
科
せ
ら
れ

る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
関
わ
る
か

ら
で
す
。
刑
法
に
お
け
る「
意
思
」は
、

「
自
由
意
思
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
人
間
は
、
自
由
に
意
思
決

定
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
人
間
は
自
由
に
意
思
決
定
が
で
き

る
」
と
考
え
る
な
ら
、「
自
分
の
意
思

で
法
律
を
破
る
こ
と
を
決
め
た
の
だ
か

ら
、そ
の
報
い
と
し
て
責
任
を
と
る
べ
き

（
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
べ
き
）」
と
い
え

ま
す
。「
人
間
に
自
由
な
意
思
が
あ
る
」

と
い
う
考
え
方
は
、
法
学
上
、「
意
思

自
由
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、「
人
間
に
自
由
な
意

思
な
ど
な
い
。
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と

る
か
は
環
境
の
要
因
に
よ
っ
て
決
ま
っ

て
い
る
」
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す

（「
決
定
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
）。

決
定
論
の
考
え
方
に
従
う
な
ら
、「
犯

罪
に
及
ぶ
こ
と
は
、
そ
の
人
の
素
質
と

環
境
に
よ
っ
て
、
す
で
に
決
定
さ
れ
て

い
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
決

定
論
の
立
場
で
は
、「
な
ぜ
刑
罰
を
科

せ
ら
れ
る
の
か
？
」と
い
う
問
い
に
対
し
、

「
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
犯
人
の
危
険

性
か
ら
、
社
会
を
防
衛
す
る
た
め
」
と

答
え
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

裁
判
の
実
務
で
は
、「
意
思
自
由
論
」

と「
決
定
論
」の
二
者
択
一
で
は
な
く
、

ど
ち
ら
の
考
え
に
も
理
を
認
め
、「
人

間
は
、
素
質
と
環
境
の
影
響
を
受
け
な

が
ら
も
、
主
体
的
に
自
己
の
行
動
を
選

択
す
る
自
由
意
思
を
有
し
て
い
る
」
と

解
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
。

裁
判
官
は
、
刑
罰
を
決
め
る
際
、

基
本
的
に
は
自
由
意
思
で
犯
罪
行
為
に

及
ん
だ
こ
と
を
非
難
し
つ
つ
、
精
神
障

害
の
よ
う
な
素
質
や
環
境
の
要
因
な
ど

も
情
状
と
し
て
考
慮
し
ま
す
。

裁
判
実
務
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

自
由
意
思
を
絶
対
視
せ
ず
、
相
対
化

す
る
考
え
方
で
あ
る
た
め
、「
相
対
的

意
思
自
由
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

法
律
上
、
心
神
喪
失
で
あ
れ
ば
無

罪
と
な
り
ま
す
。「
な
ぜ
、
心
神
喪
失

で
あ
れ
ば
、
処
罰
さ
れ
な
い
の
で
す

か
？
」と
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
理
由
は
、「
意
思
自
由
論
」（
ま

た
は
「
相
対
的
意
思
自
由
論
」）
の
立

場
を
前
提
に
す
れ
ば
、「
意
思
の
自
由

が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
、
責
任
を

問
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
重
大
な
犯
罪
（
殺
人
、
放

火
、
強
盗
、
不
同
意
性
交
等
、
不
同

意
わ
い
せ
つ
、
傷
害
）
を
行
い
、
心
神

喪
失
等
で
無
罪
や
不
起
訴
と
な
っ
た
場

合
は
、
す
ぐ
に
釈
放
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
医
療
観
察
法
と
い
う
法
律
に
基

づ
き
、
入
院
に
よ
る
医
療
の
提
供
な
ど

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
ご
愛
読
に
感
謝
し
ま

す
。日
常
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

①　
「
財
務
諸
表
の
公
表
の
承
認
日
」

に
お
い
て
、
継
続
企
業
の
前
提
に

重
要
な
疑
義
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う

な
事
象
ま
た
は
状
況
が
存
在
す
る

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
事
象
ま
た

は
状
況
を
解
消
し
、
ま
た
は
改
善

す
る
た
め
の
対
応
を
し
て
も
な
お

継
続
企
業
の
前
提
に
関
す
る
重
要

な
不
確
実
性
が
認
め
ら
れ
、
翌
事

業
年
度
以
降
の
財
政
状
態
、
経
営

成
績
お
よ
び
キ
ャ
ッ
シ
ュ・フ
ロ
ー

の
状
況
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す

と
き
、
継
続
企
業
の
前
提
に
関
す

る
注
記
を
行
う
。

②　
期
末
日
後
か
ら
財
務
諸
表
の
公

表
の
承
認
日
ま
で
に
継
続
企
業
の

前
提
に
関
す
る
重
要
な
不
確
実
性

が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
場
合
、

重
要
な
後
発
事
象
の
注
記
の
検
討

を
求
め
る
。

委
員
か
ら
は
、
お
お
よ
そ
方
向
性

に
つ
い
て
賛
意
が
聞
か
れ
た
。ま
た
、

「
評
価
期
間
の
開
始
日
を
規
定
す
る

よ
り
は
、
評
価
期
間
を
い
つ
ま
で
と

す
る
か
を
規
定
す
る
考
え
方
も
あ
る

の
で
は
」
と
の
意
見
も
聞
か
れ
た
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
に
お
け
る
気
候
レ

ジ
リ
エ
ン
ス
お
よ
び
気
候
関
連
の
シ
ナ

リ
オ
分
析
に
関
す
る
補
足
文
書
の
追
加

─
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

去
る
３
月
25
日
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
第

66
回
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
基
準
委
員

会
を
開
催
し
た
。

３
月
13
日
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
公
開
草

案
「
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
開
示
に

対
す
る
修
正
―
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号

の
修
正
案
」
に
対
応
す
る
気
候
関
連

開
示
基
準
の
改
正
（
２
０
２
６
年
４

月
１
日
号
（
№
１
７
７
２
）
情
報
ダ

イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
が
公
表
さ
れ
た

が
、
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て
次
の

と
お
り
検
討
を
行
っ
た
。

基
準
公
表
後
の
対
応

事
務
局
は
、
改
正
基
準
公
表
後
の

対
応
と
し
て
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｆ
お
よ
び 

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
財
団
が
連
名
で
公
表
し
て

い
る
「
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
」
と
「
Ｉ
Ｓ

Ｓ
Ｂ
基
準
」
の
差
異
の
一
覧
で
あ
る

「Sch
edu

le of D
ifferen

ces 
betw

een ISSB Standards and 
SSBJ Standards

」
の
更
新
に
つ

い
て
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
と
相
互
に
確
認
し

た
う
え
で
、
公
表
す
る
こ
と
を
予
定

し
て
い
る
が
ど
う
か
と
し
た
。
ま
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た
、
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
と
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基

準
の
項
番
対
照
表
で
あ
る
「Table 

o
f C

o
n

co
rd

an
ce b

etw
een 

ISSB
 Stan

d
ard

s an
d

 SSB
J 

Standards
」（
Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
と

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
基
準
の
項
番
対
照
表
）
の

更
新
を
行
う
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て

も
委
員
に
意
見
を
求
め
た
。

委
員
か
ら
の
賛
意
を
受
け
、
項
番

対
照
表
の
更
新
を
行
う
こ
と
と
し
た

（
３
月
31
日
公
表
）。

補
足
文
書
の
追
加

３
月
10
日
に
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ

は
「C

lim
ate resilience and 

clim
ate-related

 scen
ario 

analysis requirem
ents in IFRS 

S2

」（「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
に
お
け

る
気
候
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
及
び
気
候
関

連
の
シ
ナ
リ
オ
分
析
に
関
す
る
要
求

事
項
」）
を
公
表
し
た
。

事
務
局
は
、
本
教
育
的
資
料
等
が

Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
基
準
の
適
用
に
あ
た
っ
て

も
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
補
足
文
書
に
加
え
る
こ
と
を

提
案
し
た
。

出
席
委
員
全
員
の
賛
成
を
受
け
、

補
足
文
書
と
し
て
公
表
す
る
こ
と
と

し
た
（
３
月
26
日
公
表
）。

３
つ
の
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
等
の

修
正
案
、公
表
─
Ⅰ
Ｓ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

原
油
高
が
複
雑
に
す
る
日
銀
の
政
策

判
断

金
　
　
融

去
る
３
月
26
日
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
は
、

公
開
草
案
「
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
お
よ
び
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２

号
産
業
別
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
対
す
る

修
正
案
」（Exposure D

raft of 
Proposed A

m
endm

ents to the 
SA

SB Standards and IFRS S2 
Industry-based G

uidance

）（
以

下
、「
本
公
開
草
案
」）
を
公
表
し
た
。

コ
メ
ン
ト
期
限
は
７
月
24
日
。

本
公
開
草
案
の
概
要

本
公
開
草
案
は
、
次
の
３
つ
の
産

業
を
対
象
と
し
て
、
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
の
修
正
を
提
案
し
て
い
る
。

・
農
産
物

・
食
肉
、
家
禽
お
よ
び
乳
製
品

・
電
気
事
業
者
お
よ
び
発
電
事
業
者

加
え
て
、
こ
の
３
つ
の
産
業
に
つ

い
て
、
提
案
さ
れ
た
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ

ン
ダ
ー
ド
の
修
正
と
整
合
す
る
形
で

「
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ 

Ｓ
２
号
の
適
用
に
関
す

る
産
業
別
ガ
イ
ダ
ン
ス
」
の
指
標
を

修
正
す
る
提
案
が
同
時
に
行
わ
れ
て

い
る
。

Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
は
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
の
改
善
を
段
階
的
に
進
め
て

お
り
、
本
公
開
草
案
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ

が
優
先
度
が
高
い
と
し
た
12
の
産
業

の
う
ち
、
２
０
２
５
年
７
月
に
修
正

案
を
公
表
し
た
９
つ
の
産
業（
採
掘
・

鉱
物
加
工
セ
ク
タ
ー
の
８
産
業
お
よ

び
加
工
食
品
）
以
外
の
３
つ
の
産
業

を
対
象
と
し
て
い
る
。
修
正
の
目
的

は
、
２
０
２
５
年
７
月
の
修
正
案
と

同
一
で
あ
り
、
次
の
と
お
り
と
さ
れ

て
い
る
。

・
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
国
際

的
な
適
用
可
能
性
を
改
善
す
る

・
投
資
家
の
情
報
ニ
ー
ズ
へ
の
フ
ォ
ー

カ
ス
を
維
持
し
つ
つ
、
Ｇ
Ｒ
Ｉ
、
Ｅ

Ｓ
Ｒ
Ｓ
お
よ
び
Ｔ
Ｎ
Ｆ
Ｄ
な
ど
の
他

の
基
準
と
の
相
互
運
用
可
能
性
を

高
め
る

・
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
お
け
る

自
然
関
連
開
示
お
よ
び
人
的
資
本

に
つ
い
て
の
開
示
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
指

標
を
改
善
し
、
Ｉ
Ｓ
Ｓ
Ｂ
の
関
連

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
整
合
さ
せ
、
関

連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
関
係
者
の
イ

ン
プ
ッ
ト
を
得
る
機
会
と
す
る

・
Ｓ
Ａ
Ｓ
Ｂ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
Ｉ
Ｓ

Ｓ
Ｂ
基
準
の
用
語
お
よ
び
概
念
を

整
合
さ
せ
る

適
用
関
係

発
効
日
は
最
終
化
さ
れ
た
文
書
の

公
表
後
12
～
18
カ
月
の
間
と
し
、
早

期
適
用
を
認
め
る
こ
と
が
提
案
さ
れ

て
い
る
。

日
銀
は
３
月
30
日
、「
金
融
政
策

決
定
会
合
に
お
け
る
主
な
意
見
」（
３

月
18
日
、
19
日
開
催
分
）
を
公
表
し

た
。
経
済
情
勢
に
つ
い
て
は
、「
わ

が
国
経
済
は
、
一
部
に
弱
め
の
動
き

も
み
ら
れ
る
が
、
緩
や
か
に
回
復
し

て
い
る
」
と
の
認
識
の
一
方
で
、「
中

東
情
勢
と
そ
れ
に
端
を
発
し
た
原
油

価
格
の
上
昇
は
、
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ

と
し
て
意
識
す
べ
き
」
と
の
意
見
も

出
た
。
原
油
高
に
つ
い
て
は
、「
ガ

ソ
リ
ン
価
格
の
上
昇
な
ど
、
中
東
情

勢
の
緊
迫
化
に
よ
る
経
済
的
悪
影
響

が
表
れ
始
め
て
お
り
、
予
断
を
許
さ

な
い
局
面
に
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
物
価
面
で
は
、「
消
費
者
物

価
の
基
調
的
な
上
昇
率
」
は
緩
や
か

な
上
昇
が
続
き
、
見
通
し
期
間
後
半

に
は
「
物
価
安
定
の
目
標
」
と
お
お

む
ね
整
合
的
な
水
準
で
推
移
す
る
と

の
見
方
が
維
持
さ
れ
た
。

し
か
し
、「
中
東
情
勢
の
緊
迫
化

に
よ
り
、
落
ち
着
き
を
み
せ
て
い
た

エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
が
上
昇
し
、
ヘ
ッ

ド
ラ
イ
ン
Ｃ
Ｐ
Ｉ
が
再
び
上
昇
に
転

じ
る
展
開
が
懸
念
さ
れ
る
」
と
の
声

も
あ
る
。
金
融
政
策
運
営
に
つ
い
て
、

今
回
は
現
状
維
持
で
よ
い
と
し
つ
つ

も
、「
間
を
長
く
空
け
ず
に
金
融
緩
和

の
度
合
い
の
調
整
を
検
討
す
る
」
と

の
意
見
も
示
さ
れ
て
い
る
。
同
一
の

外
生
シ
ョ
ッ
ク
が
金
融
政
策
に
相
反

す
る
シ
グ
ナ
ル
を
発
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
原
油
高
は
実
質
所
得
の
減

少
を
通
じ
て
景
気
を
下
押
し
す
る
。

一
方
で
、
輸
入
価
格
の
上
昇
や
価

格
転
嫁
を
通
じ
て
物
価
上
昇
圧
力
を

強
め
る
。
つ
ま
り
、
景
気
面
か
ら
は

据
え
置
き
を
正
当
化
し
、
物
価
面
か

ら
は
利
上
げ
を
促
す
と
い
う
、
相
矛

盾
す
る
シ
グ
ナ
ル
を
同
時
に
発
し
て

い
る
。
実
際
、「
原
油
高
に
よ
る
コ

ス
ト
プ
ッ
シ
ュ
は
、
物
価
上
昇
を
伴

う
経
済
低
迷
、
す
な
わ
ち
１
９
７
０

年
代
的
な
ス
タ
グ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

も
た
ら
し
得
る
」と
の
指
摘
も
あ
る
。

深
刻
な
の
は
、「
円
安
の
パ
ス
ス

ル
ー
の
強
ま
り
」
や
企
業
の
「
賃
金
・

価
格
設
定
行
動
」の
積
極
化
に
よ
り
、

「
意
図
せ
ざ
る
ビ
ハ
イ
ン
ド
ザ
カ
ー

ブ
が
生
じ
る
リ
ス
ク
が
あ
る
」
と
い

う
点
だ
。「
基
調
的
な
物
価
上
昇
率

が
２
％
を
超
え
て
上
昇
し
続
け
る
こ

と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

の
意
見
も
出
た
。
日
銀
は
、
景
気
回

復
と
物
価
安
定
と
い
う
２
つ
の
使
命

が
同
時
に
脅
か
さ
れ
る
、
か
つ
て
な

い
難
局
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
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この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考

2026年
3月27日

「記述情報の開示の好事例集
2025」の最終版 金融庁

有報の「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載に参考となる開示例
を取りまとめたものの最終版。MD&A、事業等のリスク、重要な契約等、コーポ
レート・ガバナンスの状況等が追加されている。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/singi/20260327.html

2026年
3月27日

有価証券報告書の作成・提出に際
しての留意すべき事項等（識別され
た課題への対応にあたって参考と
なる開示例集を含む）

金融庁

令和７年度の有報レビューにおいて実施された、重要な契約等の法令等改正のほ
か、サステナビリティに関する企業の取組みの開示等の重点テーマの審査につい
て、審査結果および審査結果を踏まえた留意すべき事項等を公表するもの。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260327.html

2026年
3月31日

内閣府令28号
財務諸表等の用語、様式及び作成方
法に関する規則及び連結財務諸表
の用語、様式及び作成方法に関する
規則の一部を改正する内閣府令　
等

金融庁

ASBJによる企業会計基準37号「期中財務諸表に関する会計基準」等および実務
対応報告48号「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」の公
表に伴い、所要の改正を行うもの。あわせて2025年10月16日までに公表された
期中会計基準等を、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とする告示（11
号、12号）も改正された。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260331/20260331.html

2026年
3月31日

企業内容等の開示に関する内閣府
令第十九条の九第五項に規定する
サステナビリティ開示基準を指定
する件（令和八年金融庁告示第三
号）の一部を改正する件（案）

金融庁

金融庁長官が定めるサステナビリティ情報の作成および開示に関する基準とし
て、2026年３月13日にSSBJから公表された、温室効果ガス排出の開示に対す
るSSBJ基準の改正を指定するもの。コメント期限は４月30日。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260331/20260331.html

2026年
3月31日

法律12号
所得税法等の一部を改正する法律
等

令和8年度税制改正として、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げるしくみ
の創設、大胆な設備投資の促進に向けた税制措置の創設、研究開発税制の強化、賃
上げ促進税制の見直し、防衛特別所得税の創設等を行うもの。同日付で、「地方税
法等の一部を改正する法律」や関連政省令も公布されている。
https://www.kanpo.go.jp/20260331/20260331t00017/20260331t0001
70000f.html

2026年
4月1日

金融庁告示15号
連結財務諸表の用語、様式及び作成
方法に関する規則に規定する金融
庁長官が定める企業会計の基準を
指定する件の一部を改正する件

金融庁

IASBが2025年12月31日までに公表したIFRS19号「公的説明責任のない子会
社：開示」、IAS21号「外国為替レート変動の影響」を、連結財務諸表規則312条
に規定する指定国際会計基準とするもの。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260401/20260401.html

2026年
4月1日

内閣府令35号
企業内容等の開示に関する内閣府
令の一部を改正する内閣府令

金融庁

改正労働施策総合推進法および「女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令の一部を改正する省令」の施行に
伴い、従業員の状況等に関する開示について所要の整備を行うもの。
https://www.fsa.go.jp/news/r7/shouken/20260401/20260401.html

米
大
統
領
演
説
に
冷
静
で
あ
っ
た

株
式
市
場

証
　
　
券

３
月
の
株
価
推
移
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
日
経
平
均
は
ホ
ル
ム
ズ
海

峡
の
動
静
、
原
油
の
在
庫
・
供
給
・

輸
送
の
実
態
情
報
に
振
り
回
さ
れ
て

一
進
二
退
を
繰
り
返
し
、
月
間
で
は

13
％
の
下
落
と
な
っ
た
。
一
方
、
石

油
供
給
を
中
東
に
頼
ら
な
い
米
国
の

株
価
は
同
５
％
程
度
の
下
落
に
と
ど

ま
っ
た
。
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
は
こ

れ
ま
で
の
対
イ
ラ
ン
戦
争
の
成
果
を

踏
ま
え
、
今
後
の
見
通
し
を
直
接
国

民
に
話
す
こ
と
を
公
表
し
た
。
演
説

は
４
月
２
日
と
さ
れ
た
が
、
前
日
の

日
経
平
均
は
２
、６
０
０
円
上
昇
、

一
気
に
５
３
、７
０
０
円
ま
で
回
復

し
た
。
主
要
国
株
価
も
同
様
の
動
き

で
、
世
界
的
な
大
統
領
演
説
に
対
す

る
期
待
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

演
説
は
東
京
市
場
の
取
引
時
間

中
に
実
況
中
継
さ
れ
る
と
い
う
、
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
事
態
で

あ
っ
た
。
演
説
が
進
む
に
つ
れ
、
朝

方
は
前
日
よ
り
高
値
圏
に
あ
っ
た
日

経
平
均
は
次
第
に
下
げ
幅
を
広
げ
て

い
き
、
前
場
の
終
わ
り
ま
で
に
１
、

５
０
０
円
を
超
え
る
下
落
と
な
っ
た
。

演
説
は
イ
ラ
ン
の
核
開
発
能
力
を

破
壊
し
た
こ
と
、
イ
ラ
ン
の
邪
悪
な

指
導
層
を
一
掃
し
、
穏
健
な
指
導
者

に
よ
る
体
制
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
自

画
自
賛
し
た
。
そ
し
て
、
イ
ラ
ン
が

停
戦
を
受
け
入
れ
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
強
力
な
軍
事
力
の
行
使
を
２
、

３
週
間
行
う
と
宣
言
し
た
。
こ
の
よ

う
な
話
で
は
、
と
て
も
市
場
を
満
足

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

市
場
が
最
も
気
に
し
て
い
る
ホ
ル
ム

ズ
海
峡
の
安
全
通
行
、
原
油
の
量
的

確
保
、価
格
上
昇
の
歯
止
め
、と
い
っ

た
問
題
へ
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
演
説
後
、
イ
ラ
ン
の
革
命

防
衛
軍
は
た
だ
ち
に
反
論
の
声
明
を

発
表
、
ミ
サ
イ
ル
、
ド
ロ
ー
ン
に
よ

る
反
撃
を
止
め
な
い
と
表
明
し
た
。

ホ
ル
ム
ズ
海
峡
の
開
放
な
ど
問
題
外

と
い
っ
た
姿
勢
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
今
後
も
停
戦
の
機
運

が
高
ま
る
こ
と
は
期
待
薄
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
た
だ
、
最
新
の
動
き

と
し
て
注
目
に
値
す
る
の
は
米
国
内

に
お
け
る
反
ト
ラ
ン
プ
運
動
の
高
ま

り
で
あ
る
。
特
に
こ
れ
ま
で
ト
ラ
ン

プ
支
持
で
あ
っ
た
勢
力
が
大
統
領
の

強
硬
政
策
を
め
ぐ
っ
て
分
裂
す
る
兆

し
を
み
せ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
秋
の
中
間
選
挙
を
気
に
し
て
い
る

大
統
領
が
こ
れ
に
ど
う
対
応
し
て
い

く
か
、
注
目
さ
れ
る
。


